
5(公社)全宅連発政策第 16号 

令和 5年 6月 28日 

 

都道府県宅建協会 会長 殿 

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会 

               政策推進委員長 泉 藤博 

(公印省略) 

 

 

第 211回国会（常会・令和 5年 1月 23日～令和 5年 6月 21日）で成立した 

宅地建物取引関連の主な法律について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会の会務運営に際し格別のご尽力を賜り感謝申し上げます。 

第 211回通常国会（令和 5年 1月 23日～令和 5年 6月 21日）で成立した宅地建 

物取引関連の主な法律について、別添のとおりご送付いたします。 

都道府県協会におかれましては、貴協会会員に対しご周知方よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

記 

〇第 211回国会（常会・令和 5年 1月 23日～令和 5年 6月 21日）で成立した宅地建 

物取引関連の主な法律 

 

                  以 上 



法　律　名 所　管 成　立　日 公　布　日 施　行　日 概　要 参考資料

空家等対策の推進に
関する特別措置法の
一部を改正する法律

国土交通省  令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月14日 

一部を除き、公布の日から起算
して六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日

 空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するた
め、空家等活用促進区域に関する制度の創設、適切な
管理が行われていない空家等に対する措置の拡充、空
家等管理活用支援法人の指定制度の創設等を行う必
要がある。

資料A

地域の自主性及び自
立性を高めるための
改革の推進を図るた
めの関係法律の整備
に関する法律

内閣府 令和 5年 6月13日 令和 5年 6月16日

公布の日から施行。ただし第七
条の規定等については、公布の
日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合
的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏ま
え、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措
置を講ずる。(建築基準法を一部改正し、一定の場合建
築副主事等の創設)

資料B

生活衛生等関係行政
の機能強化のための
関係法律の整備に関
する法律

厚生労働省 令和 5年 5月19日 令和 5年 5月26日

一部を除き、令和六年四月一日
から施行

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生
法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣か
ら内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大
臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管する。 資料C

第211回国会（常会・令和5年1月23日～令和5年6月21日）で成立した宅地建物取引関連の主な法律



○居住目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
（1998年）182万戸→（2018年）349万戸→（2030年見込み）470万戸

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の
有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

①空家等活用促進区域 （例）中心市街地、地域の再生拠点、観光振興を図る区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

②財産管理人による所有者不在の空家の処分（詳細は３．③後掲）

③支援法人制度
・ 市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との相談対応
※事前に所有者同意

・ 市区町村長に財産管理制度の利用を提案

●空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

背景・必要性

１．活用拡大

①特定空家※化を未然に防止する管理
・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家（管理不全空家）に対し、
管理指針に即した措置を、市区町村長から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）
を解除

②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

２．管理の確保

窓が割れた
管理不全空家

【目標・効果】
①空家等活用促進区域の指定数： 施行後５年間で100区域
②空家等管理活用支援法人の指定数：施行後５年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数：施行後５年間で15万物件

①状態の把握
・ 市区町村長に報告徴収権（勧告等を円滑化）

②代執行の円滑化
・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

③財産管理人※による空家の管理・処分（管理不全空家、特定空家等）
・ 市区町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 （注）民法上は利害関係人のみ請求可

３．特定空家の除却等

緊急代執行を要する
崩落しかけた屋根

＜状態＞

空家の発生

管理不全

特定空家

【良】

【悪】

活 用

除却等

悪化の
防止

※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

○所有者の責務強化
・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する努力義務

法案の概要

kazuyuki.iwamoto
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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の概要

改正の趣旨

改正の概要

令和６年４月１日

施行期日

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等
による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。

１．食品衛生基準行政の機能強化【食品衛生法】
① 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、科学的知見に基づきつつ、食品の安全性の確保を図る
上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の総合調整等に係る事務と一体的に行う観点から、厚生労働大臣から内閣総理大臣（消費
者庁）に移管する。
② 薬事・食品衛生審議会の調査審議事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属せられた事項であって厚生労働大臣が引き続
き事務を行うもの（食品衛生監視行政）に関しては、厚生科学審議会に移管する。

２．水道整備・管理行政の機能強化【水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法】

① 水道に関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務について、環境の保全としての公衆
衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。
② 水道整備・管理行政であって①に掲げる事務以外の事務について、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基
盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管するとともに、当該事務の一部を国土交通省地方整備局長又は北海道開
発局長に委任できることとする。
③ 災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、水道を、公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に加える。

３．所掌事務等の見直し【厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法】
① 厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務並びに関係審議会の調査審議事項に係る規定について所要の見直しを行
う。
② 国土交通省地方整備局及び北海道開発局の業務規定の整備を行う。
③ 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務の調査審議を行う審議会（食品衛生基準審議会）を消費者庁に設
置する。 等
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